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豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例
平成 22 年 9 月 30 日　条例第 52 号
第 1 条　この条例は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」とい

う。）第 143 条第 2 項の規定に基づき、本市における伝統的建造物群保存地区
を定め、当該地区の保存のため現状変更の規制その他必要な措置を講ずること
により、伝統的な集落や町並みの景観を保存し、もって本市の文化の向上に資
することを目的とする。

（定義）
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。
（1）伝統的建造物群　法第 2 条第 1 項第 6 号に規定する伝統的建造物群をいう。
（2）伝統的建造物群保存地区　法第 142 条に規定する伝統的建造物群保存地区

をいう。
（3）伝統的建造物　伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物群を構成し

ている建築物その他の工作物をいう。
（4）建造物　伝統的建造物及び伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物

以外の建築物その他の工作物をいう。
（5）環境物件　伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物群と一体をなす

環境を保存するため特に必要と認められる物件をいう。
（保存地区の決定）

第 3 条　市長は、本市の区域内に所在する伝統的建造物群及びこれと一体をなし
てその価値を形成している環境を保存するため、伝統的建造物群保存地区（以
下「保存地区」という。）を決定することができる。

2　市長は、保存地区を決定しようとするときは、あらかじめ、豊田市伝統的建
造物群保存地区保存審議会の意見を聴かなければならない。

3　市長は、保存地区を決定しようとする場合において必要があると認めるとき
は、住民等の意見を反映させるために公聴会の開催その他の必要な措置を講ず
るものとする。

4　市長は、保存地区を決定したときは、その名称及び区域を告示しなければな
らない。

5　保存地区の決定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
（保存地区の決定の取消し）

第 4 条　市長は、保存地区が保存地区としての価値を失った場合その他特別の事
由がある場合は、保存地区の決定を取り消すことができる。

2　前項の場合においては、前条第 2 項から第 5 項までの規定を準用する。
（保存計画）

第 5 条　市長は、保存地区を決定したときは、豊田市伝統的建造物群保存地区保
存審議会の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画（以下「保存計画」
という。）を定めなければならない。

2　保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
（1）保存地区の保存に係る基本計画に関する事項
（2）伝統的建造物及び環境物件の決定に関する事項
（3）建造物の保存整備計画に関する事項
（4）建造物及び環境物件に係る助成措置等に関する事項
（5）保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事

項
3　市長は、保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。
4　市長は、保存計画を変更しようとするときは、あらかじめ、豊田市伝統的建

造物群保存地区保存審議会の意見を聴かなければならない。
5　第 3 項の規定は、保存計画を変更する場合について準用する。

（現状変更行為の規制）
第 6 条　保存地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、

規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
（1）建造物の新築、増築、改築、移転又は除却
（2）建造物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
（3）宅地の造成その他の土地の形質の変更
（4）木竹の伐採
（5）土石の類の採取
（6）水面の埋立て又は干拓
（7）前各号に掲げるもののほか、保存地区の保存に影響を及ぼすおそれのある行

為として規則で定める行為
2　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げ

るものについては、同項の許可を受けることを要しない。
（1）非常災害のため必要な応急措置として行う行為
（2）次に掲げる建造物（建築物以外の工作物に限る。以下この号において同じ。）

の新築、増築、改築、移転又は除却
ア仮設の建造物
イ水道管、下水道管、井戸その他これらに類する建造物で地下に設けるもの

（3）次に掲げる木竹の伐採
ア間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ森林病害虫等の防除のための木竹の伐採
エ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ仮植した木竹の伐採

（4）法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
（5）愛知県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為
（6）農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

ア建造物（第 2 号アに掲げるものを除く。）の新築、改築、増築、移転又は除却
イ用排水施設又は幅員が 2 メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部又

は待避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が 3 メートルを超える林道の
設置

ウ宅地の造成又は土地の開墾
エ森林の択伐又は皆伐（林業を営むために行うものを除く。）
3　市長は、第 1 項の許可を与える場合には、保存地区の保存のため必要な限度

において条件を付することができる。
（許可の基準）

第 7 条　市長は、次に掲げる基準に適合しないものについては、前条第 1 項の
許可をしてはならない。

（1）伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で
その外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該伝統的
建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持
していると認められるものであること。

（2）伝統的建造物の移転（同一保存地区内における移築を含む。以下この号及び
第 5 号において同じ。）については、移転後の当該伝統的建造物の位置及び移
転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであ
ること。

（3）伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性
を維持していると認められるものであること。

（4）伝統的建造物以外の建造物の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若
しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの
行為後の当該建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史
的風致を著しく損なうものでないこと。

（5）伝統的建造物以外の建造物の移転については、移転後の当該建造物の位置及
び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（6）伝統的建造物以外の建造物の除却については、除却後の状態が当該保存地区
の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（7）前条第 1 項第 3 号から第 6 号までの行為については、それらの行為後の地
貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（8）前各号に掲げるもののほか、当該行為後の建造物又は土地の用途等が当該伝
統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそ
れがないものであること。

（国の機関等に関する特例）
第 8 条　国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若し

くは地方公共団体とみなされた法人（以下「国の機関等」という。）が行う行
為については、第 6 条第 1 項の許可を受けることを要しない。この場合にお
いて、当該国の機関等は、同項の許可に係る行為をしようとするときは、あら
かじめ、規則で定めるところにより、市長に協議しなければならない。

（許可及び協議の特例）
第 9 条　次に掲げる行為については、第 6 条第 1 項及び前条の規定は、適用しない。

この場合において、第 6 条第 1 項の許可又は前条の規定による協議に係る行
為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

（1）河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 3 条第 1 項に規定する河川又は同法第
100 条第 1 項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

（2）砂防法（明治 30 年法律第 29 号）による砂防工事の施行又は砂防設備の管理（同
法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行為

（3）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）
による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

（4）森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 41 条第 3 項に規定する保安施設事業
の施行に係る行為

（5）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）に規定
する林地荒廃防止施設の災害復旧事業の施行に係る行為

（6）農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25
年法律第 169 号）に規定する林地荒廃防止施設の災害復旧事業の施行に係る
行為

（7）道路法（昭和 27 年法律第 180 号）による道路（高速自動車国道及び自動車
専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良そ
の他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。）、維持、修繕又は災害
復旧に係る行為

（8）信号機等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
（9）自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）による公園事業又は愛知県立自然公

園のこれに相当する事業の執行に係る行為
（10）法第 27 条第 1 項の規定により指定された重要文化財、法第 78 条第 1 項の

規定により指定された重要有形民俗文化財、法第 92 条第 1 項に規定する埋蔵
文化財又は法第 109 条第 1 項の規定により指定され、若しくは法第 110 条第
1 項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

（11）郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
（12）国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこ

れらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
（13）電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）による電気通信事業の用に供す

る線路又は空中線系（その支持物を含む。）及びこれらに係る電気通信設備を
収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（14）公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
（15）有線テレビジョン放送（有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和

25 年法律第 132 号）第 2 条第 18 号に規定するテレビジョン放送をいう。）の
用に供する線路若しくは空中線系（その支持物を含む。）の設置又は管理に係
る行為

（16）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）による電気事業の用に供する電気
工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）又は管理に係る
行為

（17）水道法（昭和 32 年法律第 177 号）による水道事業若しくは水道用水供給
事業若しくは工業用水道事業法（昭和 33 年法律第 84 号）による工業用水道
事業の用に供する施設又は下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）による下水道
の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に
係る行為

（許可の取消し等）
第 10 条　市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存

のため必要な限度において、第 6 条第 1 項の許可を取り消し、又は工事その他
の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建造物の改築、移転、除
却その他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

（1）この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負
人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をし
ている者若しくはした者

（2）第 6 条第 3 項の規定により許可に付した条件に違反している者
（3）詐欺その他不正な手段により、第 6 条第 1 項の許可を受けた者



（4）前 3 号に掲げる者のほか、この条例の規定又はこれに基づく処分に違反し
ている者

2　市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、豊田市
伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴き、かつ、当該処分の名あて人
となるべき者について豊田市行政手続条例（平成 9 年条例第 1 号）の定める
ところにより、聴聞を行わなければならない。

（経費の補助等）
第 11 条　市長は、建造物及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧について、

自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該建造物及び当該環境物件の所有者
等に対しその経費の一部を補助することができる。

（豊田市伝統的建造物群保存地区保存審議会の設置等）
第 12 条　市長は、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議させる

ため、豊田市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「審議会」という。）
を置く。

2　審議会は、前項の規定による調査審議のほか、同項に規定する事項について、
市長に意見を申し述べることができる。

3　審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。
4　特別な事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置

くことができる。
5　委員及び臨時委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域を代表す

る者等のうちから、市長が委嘱する。
6　委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
7　前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。
8　臨時委員は、特別な事項に関する調査審議の終了と同時に解任されるものと

する。
9　委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続

きその職務を行うものとする。
10　委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。
（委任）

第 13 条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
（罰則）

第 14 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
（1）第 6 条第 1 項の許可を受けないで同項第 1 号から第 6 号までに掲げる行為

をした者
（2）第 10 条第 1 項の規定による命令に違反した者

附　則
この条例は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。
附　則（平成 23 年 9 月 29 日条例第 34 号）
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（令和元年 12 月 24 日条例第 57 号抄）

（施行期日）
1　この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）
11　この条例の施行前に附則第 2 項から前項までの規定による改正前のそれぞ

れの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞ
れの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。

豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則
令和 2 年 3 月 31 日　規則第 5 号

（趣旨）
第 1 条　この規則は、豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 22 年条例

第 52 号。以下「条例」という。）第 6 条第 1 項、第 8 条及び第 13 条の規定に
基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（許可の申請）
第 2 条　条例第 6 条第 1 項の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、現状変更行為許可申請書（様式第 1 号）に次に掲げる書類を添えて、市長
に提出しなければならない。

（1）付近見取図
（2）敷地内配置図
（3）設計図及び設計仕様書
（4）前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（許可の可否の決定）

第 3 条　市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、その内容を審査
し、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2　市長は、前項の規定により許可の決定をしたときは現状変更行為／許可／変
更許可／決定通知書（様式第 2 号。以下「許可決定通知書」という。）により、
不許可の決定をしたときは現状変更行為不許可決定通知書（様式第 3 号）によ
り申請者に通知しなければならない。

（許可の変更）
第 4 条　前条の規定により許可を受けた者（以下「行為者」という。）は、許可

決定通知書に記載された事項を変更しようとするときは、現状変更行為変更許
可申請書（様式第 4 号）に第 2 条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るも
のを添えて、市長に提出しなければならない。

2　前項の規定により変更許可の申請があった場合においては、前条の規定を準
用する。

（完了の届出等）
第 5 条　行為者は、許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに

現状変更行為／完了／中止／届出書（様式第 5 号）に次に掲げる書類を添えて、
市長に提出しなければならない。

（1）許可に係る行為を完了し、又は中止した後の現場写真
（2）竣工図（許可に係る行為を完了した場合に限る。）
（3）前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（条例第 6 条第 1 項第 7 号の規則で定める行為）

第 6 条　条例第 6 条第 1 項第 7 号の保存地区の保存に影響を及ぼすおそれのあ
る行為として規則で定める行為は、建造物（条例第 2 条第 4 号に規定する建
造物をいう。以下同じ。）に係る附属設備の取付け又は取替え（建造物の内部

における取付け又は取替えを除く。）とする。
（国の機関等による協議の申出）

第 7 条　条例第 8 条の規定により協議しようとする国の機関等（同条に規定す
る国の機関等をいう。）は、現状変更行為協議申出書（様式第 6 号）に第 2 条
各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（現状変更行為の通知）
第 8 条　条例第 9 条の規定により通知しようとする者は、現状変更行為通知書（様

式第 7 号）に第 2 条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（許可の取消し）

第 9 条　市長は、条例第 10 条第 1 項の規定により許可を取り消したときは、現
状変更行為許可取消通知書（様式第 8 号）により行為者に通知するものとする。

（会長及び副会長）
第 10 条　豊田市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「審議会」という。）

に会長及び副会長を 1 人ずつ置く。
2　会長は委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。
3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。
（会議）

第 11 条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、
新たに組織された審議会の最初に開かれる会議については、市長がこれを招集
する。

2　会長は、会議の議長となる。
3　会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。
（意見の聴取等）

第 12 条　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への
出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（会議の特例）
第 13 条　会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委

員に書面を送付し又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を送信し、その意見を
徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2　前 2 条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について
準用する。この場合において、第 11 条第 3 項中「会議」とあるのは「会議に
おける審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から
書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第 4 項中「出
席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、
前条中「会議への出席」とあるのは「審議への参加」と読み替えるものとする。

（庶務）
第 14 条　審議会の庶務は、美術・博物部文化財課において処理する。

（委任）
第 15 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

（施行期日）
1　この規則は、令和 2 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）
2　施行日前に豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則を廃止する規則（令和 2

年教育委員会規則第 7 号）による廃止前の豊田市伝統的建造物群保存地区保存
規則（平成 22 年教育委員会規則第 6 号）の規定により教育委員会がした処分、
手続その他の行為又は教育委員会に対してした申請、届出その他の行為は、そ
れぞれこの規則の相当規定により市長がしたもの又は市長に対してしたものと
みなす。

附　則（令和 2 年 12 月 24 日規則第 120 号）
（施行期日等）

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第 1 号及び様式第 4 号か
ら様式第 7 号までの改正規定は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。

2　第 11 条の改正規定及び第 14 条を第 15 条とし、第 13 条を第 14 条とし、第
12 条の次に 1 条を加える改正規定による改正後の豊田市伝統的建造物群保存
地区保存規則の規定は、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。

附　則
（施行期日）

1　この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

豊田市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
（趣旨）

第 1 条　この要綱は、豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 22 年条例
第 52 号。以下「条例」という。）第 11 条の規定に基づく補助金の交付に関し、
豊田市補助金等交付規則（昭和 45 年規則第 34 号）に定めるもののほか、必
要な事項を定めるものとする。

（定義）
第 2 条　この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によ

るほか、次に定めるところによる。
（1）伝統的建造物　伝統的建造物群保存地区内（以下「保存地区内」という。）

における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物をいう。
（2）建造物　伝統的建造物及び保存地区内における伝統的建造物以外の建築物そ

の他の工作物をいう。
（3）環境物件　保存地区内における伝統的建造物群と一体を成す環境を保存する

ため特に必要と認められる物件をいう。
（4）修理　豊田市足助伝統的建造物群保存地区保存計画（以下「保存計画」とい

う。）に定められた修理基準に基づいて行われる伝統的建造物の保存のための
行為（必要に応じた耐震対策工事を含む）をいう。

（5）修景　歴史的環境を高めるために特に重要な場所において、保存計画に定め
られた修景基準に基づいて行われる伝統的建造物以外の建築物に係る行為をい
う。

（6）復旧　保存計画で特定している環境物件を復旧する行為をいう。
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（7）管理　保存地区内の環境整備及び防災施設、標識、説明板等の施設設備の設
置その他伝統的建造物群保存地区の保存のために行われる行為をいう。

（8）外観　通常望見できる屋根、外壁、軒回り及び外部に面する建具等をいう。
ただし、修理の場合にあっては、屋根及び外壁にこれらと密接な関係を有する
基礎、土台、柱、梁等の主たる構造物及び下地を含むものとし、修景の場合に
あっては、屋根及び外壁に下地を含むものとする。

（9）構造耐力上主要な部分　基礎、土台、床組、壁及び軸組（内部表面仕上げを
除く。）、柱、筋かい及び火打ち材、小屋組、横架材（はり、けた等）その他こ
れらに類する構造耐力上必要なものをいう。

（補助金の交付目的）
第 3 条　この補助金は、保存地区内における建造物及び環境物件（以下「建造物

等」という。）の修理、修景、復旧又は管理（以下「修理等」という。）に係る
費用の一部を補助することにより、当該建造物等の保存を図り、もって、本市
の文化の向上に資することを目的とする。

（補助事業者）
第 4 条　補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、保存地区内に

おける土地、建造物又は環境物件の所有者等で保存計画に基づいてその修理等
を行う者とする。

2　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか該当する者は補助事業者とし
ない。

（1）市税を滞納している者
（2）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。

以下「暴対法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
（3）暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
（4）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められる者
（5）その役員等に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

がいると認められる法人又団体
（補助事業）

第 5 条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事
業者が行う事業で、次に掲げるものとする。

（1）市からこの要綱に基づく補助金その他の補助（次に掲げる補助金その他の補
助を除く。）を受けていない建造物等の修理等。

　　ア　豊田市木造住宅耐震改修費補助金（伝統的建造物以外の建造物に係るも
のに限る。）

　　イ　豊田市山村地域等空き家再生事業補助金（当該補助金の対象経費が別表
に掲げる補助対象経費でないものに限る。）

　　ウ　豊田市山村地域等定住応援補助金（当該補助金を受給した者が居住する
建築物の修理等を対象とする場合に限る。）

　　エ　豊田市すこやか住宅リフォーム助成金（当該補助金を受給した者が居住
する建築物の修理等を対象とする場合で、補助対象経費が別表に掲げる補助対
象経費でないものに限る。）

オ　（仮称）足助地区空き家店舗活用補助金（当該補助金の対象経費が別表に掲
げる補助対象経費でないものに限る。）

（2）市からこの要綱に基づく補助金の交付を受けた建造物等で、第 17 条に規定
する維持管理の義務期間を経過したものの修理等

2　市からこの要綱に基づく補助金の交付を受けた建造物等が、暴風、豪雨、豪
雪、洪水、地震、土石流その他の災害等により被害を受けた場合には、前項第
2 号の規定にかかわらず、当該被害を受けた建造物等の修理等を補助事業とす
る。この場合において、第 14 条第 4 号の規定は適用しない。

（補助対象経費）
第 6 条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という、）は、別

表に掲げる経費のうち、工事費、設計費及び工事管理費とする。
（補助金額等）

第 7 条　補助金の額は、補助対象経費に別表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、
同表に掲げる上限額を限度とする。

2　補助金の額の決定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じた場
合は、これを切り捨てるものとする。

（国庫補助金の上乗せ）
第 8 条　災害復旧に係る補助事業に対する国庫補助金については、この要綱に基

づく補助金に上乗せして交付するものとする。
（補助金の交付申請）

第 9 条　補助金の交付を受けようとする補助事業者（以下「申請者」という。）は、
補助事業に着手する日の 60 日前までに、豊田市伝統的建造物群保存地区補助
金交付申請書（様式第 1 号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類
を添えて市長に提出しなければならない。

（1）付近見取図又は位置図
（2）配置図
（3）現況のカラー写真
（4）設計図及び仕様書
（5）設計書又は見積書　
（6）事業計画書（様式第 2 号）
（7）所有者の同意書（申請者と所有者が異なる場合）
（8）現状変更行為許可／許可変更／申請書の写し
（9）団体調書及び役員名簿（申請書が団体の場合）
（10）その他市長が必要と認める書類

2　前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、豊田市伝
統的建造物群保存地区保存審議会（条例第 12 条第 1 項に規定する審議会をい
う。）の意見を聴いた上で、交付申請書の提出期限を変更することができる。

3　申請者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税
及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方
消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入
れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和
25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計
額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）
を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕
入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

（交付の決定）
第 10 条　市長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容

を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において交付の
決定をし、豊田市伝統的建造物群保存地区補助金交付決定通知書（様式第 3 号）
により、申請者に通知するものとする。

2　市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成する
ために必要と認めるときは、条件を付することができる。

3　市長は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、
法人・任意団体等の場合は市税の収納状況を、個人・個人事業主等の場合は住
民基本台帳の閲覧及び市税の収納状況を確認することができる。

（事業内容の変更等）
第 11 条　前条第 2 項の規定による交付決定通知を受けた後において、補助事業

の内容を変更しようとする申請者は、あらかじめ市長に豊田市伝統的建造物群
保存地区補助事業変更等承認申請書（様式第 4 号。以下「変更等承認申請書」
という。）を提出し、その承認を受けなければならない。

2　前項の変更等承認申請書には、第 9 条第 1 項各号に掲げる書類のうち当該変
更に係る書類を添付しなければならない。

3　市長は、変更等承認申請書が提出されたときは、変更内容を審査し、適当と
認めたときは前条第 1 項の決定を変更し、豊田市伝統的建造物群保存地区補助
金交付変更決定通知書（様式第 5 号）により、申請者に通知するものとする。

4　市長は、前項の規定により決定を変更した場合は、併せて前条第 2 項の規定
により付した条件を変更することができる。

5　第 1 項及び第 3 項の規定は、補助事業を中止する場合に準用する。
（完了報告書）

第 12 条　申請者は、補助事業が完了（中止を含む。以下「完了等」という。）し
たときは、完了等の日から起算して 30 日を経過した日又は交付決定年度の 3
月 31 日のいずれか早い期日までに、豊田市伝統的建造物群保存地区補助事業
完了等報告書（様式第 6 号。以下「完了等報告書」という。）に次に掲げる書
類を添えて市長に提出しなければならない。

（1）竣工図及び実施設計図書
（2）補助事業を記録したカラー写真
（3）契約書の写し
（4）領収証その他の費用の支払を証明する書類
（5）施工業者の事業完了届の写し
（6）事業実績書（様式第 7 号）
（7）その他市長が必要と認める書類

2　申請者は、前項の完了報告書の提出に当たって、補助金に係る消費税等仕入
控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しな
ければならない。

（補助金の額の確定）
第 13 条　市長は、前条の規定により完了等報告書が提出されたときは、完了検

査を実施し、補助事業の実施結果が第 10 条の決定の内容に適合すると認めた
ときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊田市伝統的建造物群保存地区補助
金確定通知書（様式第 9 号）により申請者に通知した後に、当該額を交付する
ものとする。

（交付決定の取消し）
第 14 条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（1）法令若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の決定をするときに付した条

件に違反したとき。
（2）虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（3）補助金を交付の目的以外に使用したとき。
（4）補助事業の完了の日から起算して 10 年以内に当該補助事業に係る建造物等

の改造、取壊し等を行ったとき。
（5）第 4 条第 2 項各号のいずれかに該当したとき。
（6）その他補助金の運用を不適当と認めたとき。
（補助金の返還）

第 15 条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消
した場合において、既に補助金を交付しているときは、豊田市伝統的建造物群
保存地区補助金返還通知書（様式第 10 号）により、期限を定めて補助金の全
部又は一部の返還を命じるものとする。

　（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第 16 条 申請者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助

金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、豊田市伝統的建造物群保
存地区補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書（様式第 8 号）により速やか
に市長に報告しなければならない。

2　市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又
は一部の返還を命ずるものとする。

（維持管理義務）
第 17 条　申請者及び補助事業に係る建造物等の所有者は、補助事業の完了の日

から起算して 10 年の間、当該建造物等の適正な維持管理に努めなければなら
ない。

（書類の保管）
第 18 条　申請者は、補助事業に関する書類を整理し、補助事業の完了の日から

起算して 10 年の間、これを保管しておかなければならない。
（委任）

第 19 条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）

1　この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
（要綱の失効）

2　この要綱は、令和 7 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日以前
にこの要綱の規定に基づき交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、
なお効力を有する。

附　則
　この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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別表（第 6 条及び第 7 条関係）

補助対象経費、補助率及び上限額

事業の種類 補助対象経費 補助率 上限額

伝統的建造物の修
理

外観及び構造耐力上主要な
部分を修理基準により修理
する際に要する経費

8 ／ 10 5,000 万円

保存地区内の管理 保存地区内の管理に要する
経費 8 ／ 10 100 万円

伝統的建造物以外
の建築物等の修景

外観を修景基準により修景
する際に要する経費 6 ／ 10 500 万円

環境物件の復旧 樹木等を復旧するのに要す
る経費 8 ／ 10 100 万円

下記の資料は豊田市のホームページからダウンロードできます。


